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子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
及
び
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
等
に
つ
い
て
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

我
が
国
の
少
子
化
は
国
難
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
少
子
化
を
克
服
す
る
た
め
に
、
子
育
て
関
係
予
算
の
総
額
を
増
額
す

る
こ
と
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日
に
確
認
さ
れ
た
民
主
党
、
自
由
民
主
党
、
公
明
党
の
三
党
に
よ
る
「
社
会
保

障
・
税
一
体
改
革
に
関
す
る
確
認
書
」
に
お
い
て
幼
児
教
育
・
保
育
・
子
育
て
支
援
の
充
実
に
必
要
と
さ
れ
た
一
兆
円
超
の

う
ち
、
〇
・
三
兆
円
超
が
未
だ
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
予
算
を
早
期
に
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

二 

待
機
児
童
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
「
新
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
保
育
の
受
け
皿
整
備
を
進
め
る
中
に
お
い
て
、

可
能
な
限
り
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
。 

三 

子
ど
も
・
子
育
て
政
策
が
多
く
の
省
庁
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
除
去
し
、
よ
り
効
果
の
高
い
子
ど
も
・

子
育
て
政
策
を
実
施
す
る
た
め
、
子
ど
も
関
連
政
策
の
総
合
調
整
機
能
を
高
め
る
た
め
の
行
政
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
。 

四 

一
人
親
家
庭
に
限
ら
ず
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
の
子
ど
も
が
貧
困
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。 



二 

 

五 

本
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
事
項
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

１ 
未
来
を
支
え
る
子
ど
も
た
ち
を
社
会
全
体
で
支
え
る
と
い
う
考
え
方
に
立
ち
、
各
種
施
策
を
進
め
る
中
で
、
で
き
る
だ

け
支
援
が
届
か
な
い
子
ど
も
が
出
な
い
よ
う
、
配
慮
す
る
こ
と
。 

２ 

多
子
世
帯
の
家
計
負
担
や
、
高
校
・
大
学
等
に
通
学
す
る
子
ど
も
の
教
育
費
の
負
担
が
大
き
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
子

ど
も
の
数
や
年
齢
に
応
じ
た
効
果
的
な
支
給
と
な
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。 

３ 

世
帯
合
算
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
共
働
き
世
帯
へ
の
影
響
や
世
帯
間
の
公
平
等
を
踏
ま
え
、
検
討
す
る
こ
と
。 

六 

出
生
率
の
回
復
に
成
功
し
た
主
要
先
進
国
に
お
け
る
家
族
関
係
社
会
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
参
考
に
、
少
子
化
社
会
対
策

大
綱
等
に
基
づ
き
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
総
合
的
な
少
子
化
対
策
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
検
討
を
進

め
る
こ
と
。
ま
た
、
附
則
第
二
条
の
規
定
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
子
ど
も
の
数
等
に
応
じ
た
児
童
手
当
の
充
実
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
こ
と
。 

七 

保
育
の
受
け
皿
を
整
備
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
育
士
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
、
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
賃
金
の
引
上

げ
等
保
育
士
の
処
遇
改
善
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
保
育
所
に
対
す
る
委
託
費
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
保
育
士
の
人
件
費
を
十

分
に
確
保
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 



三 

 

八 

保
育
の
運
営
費
の
財
源
に
つ
い
て
は
、子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
え
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
適
切
に
確
保
す
る
こ
と
。

ま
た
、
事
業
主
拠
出
金
に
つ
い
て
は
、
地
域
経
済
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
、
中
小
・
小
規
模
事
業
者
に
と
っ
て
負
担
が

大
き
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
事
業
主
の
負
担
が
過
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

九 

教
育
・
保
育
施
設
に
対
す
る
施
設
型
給
付
費
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
規
模
が
大
き
く
な
る
に
従
い
単
価
が
下
が
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
が
、
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
安
定
的
な
経
営
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。 

十 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
施
設
の
定
員
割
れ
や
休
止
等
の
事
案
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
保
育
の
質

の
確
保
、
事
業
の
安
定
性
・
継
続
性
の
確
保
等
を
図
る
た
め
、
指
導
監
督
の
強
化
を
は
じ
め
、
速
や
か
に
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

 

十
一 

労
働
者
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
労
働
者
の
子
育
て
支
援
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事
業
主
に
対

す
る
助
成
に
つ
い
て
、
少
子
化
の
状
況
や
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
状
況
も
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
延
長
を
検
討

す
る
こ
と
。 

十
二 

市
町
村
に
お
け
る
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
を
行
う

関
係
機
関
相
互
の
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項
を
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
基
本
的
記
載
事
項
と
す
る
こ



四 

 

と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。 

十
三 
児
童
手
当
の
現
況
届
の
廃
止
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
新
た
な
財
政
負
担
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
。
ま
た
、
児
童
手
当
の
現
況
届
の
廃
止
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
経
費
を
抑

制
す
る
た
め
、
シ
ス
テ
ム
の
運
用
コ
ス
ト
や
、
制
度
が
変
更
さ
れ
た
場
合
の
改
修
コ
ス
ト
を
含
め
、
費
用
が
最
小
と
な
る
よ

う
に
す
る
こ
と
。 

十
四 

児
童
手
当
の
現
況
届
を
廃
止
し
、
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
の
情
報
連
携
に
よ
る
現
況
把
握
に
移
行
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
情
報
連
携
の
実
績
の
な
い
地
方
公
共
団
体
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
円
滑
な
移
行
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体

に
対
し
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
情
報
連
携
に
よ
り
、
Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
の
住
所
等
が
加
害
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 


